
（別紙４）

空港制限区域内事故防止対策検討会の今後について

平成２６年４月から、新たな空港における安全情報の報告制度が
導入され、空港施設・運用に関する安全情報の収集が行われ、Ｓ港
ＭＳに基づく分析手法により安全性の向上に努めることとなる。

新たな制度で取り組まれる活動には 「空港制限区域内事故防止新たな制度で取り組まれる活動には、「空港制限区域内事故防止
対策検討会」において実施してきた情報の収集・分析のための仕
組みも含まれていることから、この制度に移行することにより本検組みも含まれている とから、 の制度に移行する とにより本検
討会の役割を包含した新たな検討体制を構築する予定。
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